


労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

名
称
等
の
表
示
又
は
通
知
の
対
象
と
な
る
物
の
追
加

譲
渡
又
は
提
供
時
に
そ
の
名
称
等
を
表
示
し
、
又
は
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
と
し
て
、
ベ
ン
ジ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
を

追
加
す
る
こ
と
。

第
二

施
行
期
日
等

一

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

経
過
措
置

こ
の
政
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。



労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

名
称
等
の
表
示
又
は
通
知
の
対
象
と
な
る
物
の
追
加

譲
渡
又
は
提
供
時
に
そ
の
名
称
等
を
表
示
し
、
又
は
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
の
う
ち
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令

別
表
第
九
に
掲
げ
る
物
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
と
し
て
、
ベ
ン
ジ
ル
ア
ル
コ
ー

ル
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
あ
っ
て
ベ
ン
ジ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
の
含
有
量
が
そ
の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る

も
の
を
定
め
る
こ
と
。

第
二

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


